
 

 

 

 

洋上風力発電導入加速化事業について 

 

～令和４年度の取組内容※について～ 

※今後変更となる可能性があります。 
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１．背景 

平成３１年４月、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用促進に関す

る法律（以下「再エネ海域利用法」という。）」が施行され、一般海域における洋上風力発電

事業の実施可能な区域を促進区域に指定し、長期占用を可能とする制度が創設された。 

本道は、洋上風力について全国一のポテンシャルを有するほか、導入によりＣＯ２削減に

貢献できるとともに、資材調達や雇用創出などにより大きな経済波及効果が期待できること

から、導入促進に取り組むことが必要である。 

 

２．事業内容 

① 促進区域指定を希望する地域に対し、再エネ海域利用法に基づく法定協議会の設置に

向けた合意形成等を推進するために必要な地域の取組を支援する。 

【地域の合意形成等に向けた支援】 

② 洋上風力導入の検討が進められていない地域に対し、利害関係者を含めた地域の関係

者の理解促進や機運醸成を図るため全道規模のセミナーを開催する 

【セミナーの開催】 

③ 先進地の取組等をまとめたパンフレットを作成する。【冊子の作成】 

④ 促進区域指定を希望する地域の課題解決に資する研究会等を開催する。 

【課題解決のための研究会開催】 令和４年度新規 

 

３．事業イメージ 

○地域の合意形成等に向けた支援 

 支援区域の選定： 

［選定条件］ 

 再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を希望しており、道からの支援を望む区域 

 支援の内容： 

［地域の取組の支援例］ 

・先行利用者等の理解促進を図るための研修会等の開催など 

  ○セミナーの開催 

   開催時期： ９～１１月 

   開催方法： オンライン方式による開催を基本とする。 

   開催内容： 全道規模で理解促進や機運醸成の拡大が図られるような内容とし、          

洋上風力発電導入に関心の低い地域に対し関心が高まるような具体

的な事例等を紹介。 

  ○冊子の作成 

   掲載内容： 洋上風力発電に対する正しい知識の付与や理解の向上や関心が高ま

るような内容、先進事例等をわかりやすく紹介した内容。 

〇課題解決のための研究会開催（支援区域は、地域の合意形成等に向けた支援と同様） 

 開催時期： ６月～令和５年２月 

 開催地域： 再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定を希望している地域など。 

開催内容： 地域の課題解決を目的とした研究会を開催。研究会には、専門家等        

を招聘するなど、研究成果を整理・共有する。 

開催方法： 対面方式、オンライン方式等、内容に応じて適宜設定。 


